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令和２年度東京都地域医療構想調整会議 

在宅療養ワーキンググループ（区西部） 

 

日 時：令和２年１月２６日（火曜日）１９時００分～２０時３４分 

場 所：Ｗｅｂ会議 

 

○千葉地域医療担当課長 皆様、お待たせいたしました。定刻となりましたので、ただい

まから、区西部圏域におけます東京都地域医療構想調整会議在宅療養ワーキンググルー

プを開会させていただきます。 

  皆様、私の声は聞こえていますでしょうか。聞こえていたら、何かちょっとサインを

送っていただけると、ありがたいんですけれども。ありがとうございます。ありがとう

ございます。 

  本日は、お忙しい中、ご出席をいただきまして、ありがとうございます。 

  私は、東京都福祉保健局医療政策部地域医療担当課長の千葉と申します。議事に入り

ますまでの間、進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

  本日の配付資料でございますが、資料は次第の下のほうに四角で囲ったところに一覧

を記載してございます。資料が資料１から資料４まで、参考資料が、参考資料１から参

考資料５までとなってございます。お手元にご準備よろしくお願いいたします。 

  本日の会議でございますが、会議録及び会議に係る資料につきましては、公開となっ

てございますので、ご承知おきよろしくお願いいたします。 

  本日は、ごらんのとおりＷｅｂ会議でございます。ご発言の際には、先にお名前をお

っしゃっていただいてからご発言いただきますよう、お願いいたします。また、ご発言

されていないときには、マイクは常にミュートでお願いいたします。 

  それでは、まず最初に、東京都医師会及び東京都より開会のご挨拶を申し上げます。

先に、東京都医師会よりご挨拶いただきたいと思います。平川副会長、よろしくお願い

いたします。 

○平川副会長 改めまして、東京都医師会の担当副会長、平川でございます。 

  本日は、お忙しい中、在宅ワーキンググループに参加、ありがとうございます。実は

私は、今日は地元八王子市医師会の理事会がございまして、地元医師会を大事にしない

と、そうするとたたかれますので、今、医師会の理事会のほうに戻ってきております。

中座しますので、申し訳ございません。 

  ご案内のとおり、今日も感染者が１，０００人を超えておりまして、またホテル療養

が８７６人、在宅・自宅療養が８，０６３人、調整中が５，５６８ということで、本当

にコロナの主戦場というのが決して病院だけではなくて、地域在宅という形に、今大き

くシフトしています。私が担当しています老健や特養に関しましても、以前のように、

かなり重篤であってもすぐには病院には移せないという状況で、おのおの施設で頑張る

ような形になっています。お聞きしますと、特養でも、１００人近くが今、病院に移せ

ずに頑張っていると聞いております。 

  今回、提示しましたこのワーキンググループでは、在宅療養中の高齢者の方々がたく

さんいるわけですけど、その中でコロナ陽性になった場合どうすればいいんだという非

常に切実といいますか、このケースをつくった頃には、こんなことになってはないよね

と思っていたんですけれども、実際もうこういうことが当たり前の事態になっておりま

す。ぜひ今日のこのワーキンググループの中での討論について、特にこの区西部におき

ましては、新宿区を筆頭に、結構在宅の方に関しての様々な工夫はできている地域でご
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ざいますから、きっといいアイデアが出ると思って信じております。ぜひ最後までよろ

しくお願いします。今日は、どうもありがとうございます。 

○千葉地域医療担当課長 平川先生、ありがとうございました。 

  次に、東京都より福祉保健局技監、田中よりご挨拶申し上げます。 

  技監、よろしくお願いします。 

○田中医療改革推進担当部長 皆様、こんばんは。福祉保健局の田中でございます。聞こ

えていますでしょうか。 

  恐れ入ります、私も今日はＷｅｂで参加をさせていただいております。コロナの状況

については、今、平川先生がお話しいただいたとおり、本当にもうずっと大変な中です

が、特にこの年末からこれまでにかけては、皆様本当に大変な思いをされていると思い

ます。そんな中で、本日のこの会議に参加いただきまして、誠にありがとうございます。 

  在宅の取組については、本当にこの圏域は以前から非常に先駆的に取り組んでいただ

いておりますので、私も、今日の会議が恐らくほかの圏域にも非常に参考になるような

お話が聞けるのではないかと大変期待をしております。どうぞ最後までよろしくお願い

いたします。 

○千葉地域医療担当課長 次に、本日の座長のご紹介をさせていただきます。本ワーキン

ググループの座長は、大場診療所副院長、渡邉仁先生にお願いしております。渡邉先生、

一言ご挨拶いただけますでしょうか。 

○渡邉座長 本日、座長を務めさせていただきます、中野区医師会の渡邉です。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

  本当に大変な中ですけど、皆さん、いろいろと今日ご意見いただくことを非常に参考

にさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○千葉地域医療担当課長 渡邉先生、ありがとうございました。 

  それでは、以降の進行は、座長にお願いしたいと思います。改めまして、渡邉先生、

どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡邉座長 それでは、会議次第に従いまして議事を進めていきたいとまいります。 

  まず、東京都から報告事項がありますので、よろしくお願いいたします。 

○豊島・・ 東京都医療政策課の豊島と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、まず報告事項といたしまして、資料２と３についてご説明をさせていただ

きます。 

  資料の２をご用意ください。報告事項の一つ目としまして、多職種連携ポータルサイ

トについて周知、報告をさせていただきます。ポータルサイトに関しましては、前回の

ワーキンググループでもご報告したところですが、昨年１０月に正式にリリースをさせ

ていただくに至りましたので、この場を借りまして、改めて周知をさせていただきたい

と思います。 

  このポータルサイトには、機能が二つございます。一つ目が多職種連携タイムライン、

もう一つが転院支援システムでございます。 

  まず、資料２の①をごらんください。多職種連携タイムラインの紹介チラシとなって

おります。現在、ＩＣＴを活用した情報共有の取組が各地域で行われているかと思いま

すが、患者様ごとに異なるシステムを利用して、地域をまたいで活動をされていらっし

ゃる方々にとっては、情報の更新状況を確認するのが、複数のシステムにまたがり煩雑

といったような状況がございます。 

  そこで、各システムでの患者様の情報の更新状況が、このタイムラインを使えば一覧

で確認できるというような仕組みになっております。実際の画面をごらんいただきたい
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と思います。資料２の②をごらんください。 

  こちら１枚目が、実際のログイン画面になっております。 

  続きまして、２枚目が実際のタイムラインの画面になっております。例えば、このタ

イムラインにログインしておけば、カナミックの患者さんに関して、同じチームの方が

情報を更新した際に、このタイムライン上にそのカナミックの中で情報の更新がなされ

た旨の通知が来ます。そこの通知をクリックしますと、次のページをごらんください、

そのままカナミックのシステムに飛ぶというような仕組みになっております。 

  なお、このシステムをご利用いただく際に、お願い事項がございます。資料２の①に

お戻りいただき、裏面、また２枚目ごらんください。このタイムラインには、ＭＣＳや

カナミックなどに書き込まれた患者様の更新情報が反映されます。情報を反映するに当

たりまして、患者様からこのシステムの中でご自身の情報が扱われてもよいという旨の

承諾をいただく必要がございます。 

  その際に、２点お願い事がございます。まず、一つ目になります、ＭＣＳやカナミッ

ク等で「患者の部屋」、「患者のタイムライン」があるかと思いますが、その患者の部

屋の管理者となっている方、また開設者となっている方におかれましては、患者様に対

して、東京都多職種連携ポータルサイトの中でご自身の情報が扱われてもよいという旨

のご承諾をいただいてください。 

  二つ目になります。そのご承諾をいただいた後に、ＭＣＳやカナミックなどの患者の

部屋の中に、ご承諾をいただいた旨をチェックするためのチェックボックスができてい

ますので、その中にチェックを入れていただいて、登録をするようにお願いいたします。 

  承諾をいただいて、チェックボックスにチェックを入れて登録して、初めてこの多職

種連携ポータルサイト上のタイムラインに患者様の情報の更新状況が反映されるように

なりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に、二つ目の機能、転院支援システムについてご紹介させていただきます。資料２

の③をごらんください。こちらは主に病院のほうで使うシステムになっております。患

者様の転院に際し、このシステムを使って病院同士で患者様の受入れに関するマッチン

グができるという仕組みになっております。マッチングに当たりまして、当システムの

中で転院に向けた調整を行いたい病院を様々な条件から検索したり、システム上から複

数の病院に同時にアプローチをしたり、患者様の情報をアプローチ先の病院とシステム

上で共有したり、メッセージをやり取りしたりすることが可能となっております。 

  なお、今ご紹介しました多職種連携ポータルサイトのうち、二つの機能どちらも東京

都個人情報保護条例をはじめとした情報の取扱いに係る各種法令のほか、国が出してお

ります医療情報システムの安全管理に関するガイドラインにも準拠しておりますので、

安心してご利用いただければと思います。 

  なお、ご利用の際には、端末にインストールする証明書による認証と、ＩＤとパスワ

ードによる認証の２段階認証を採用しておりますので、よろしくお願いいたします。 

  また、このポータルサイトにつきましては、より多くの方にご活用いただきたく、こ

のたび分かりやすく機能を説明した動画を作成しております。資料２の１ページ、表面

です、表面の下段をごらんいただくとＱＲコードがあるかと思いますが、こちらに接続

いただくと動画をごらんいただくことが可能となっておりますので、会議の後にでもご

らんいただければと思います。 

  続きまして、資料３についてご説明をさせていただきます。こちらは保健医療計画の

中間見直しについてのご報告になります。今年は医療計画の６年間のうち３年目という

ことで、医療法に基づき中間見直しを実施することとなっております。福祉保健局では、
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以下の方針と四つの視点から見直しを行うこととしております。 

  見直しの方針としましては、次期、第８次保健医療計画への「つなぎ」として位置づ

け、ポイントを絞った見直しをすることとなっております。 

  在宅療養の分野に関しましては、２ページ目をごらんください。こちらの１の（１）

をごらんください。在宅療養については、在宅医療の必要量の見直しと現行計画の策定

後の変化に伴い追加が必要なＩＣＴの取組に関する記述や、アドバンス・ケア・プラン

ニング（ＡＣＰ）に関する内容の追加を行う予定です。 

  なお、在宅医療の必要量の見直しに関しましては、厚生労働省の通知に基づいて、現

在改訂作業中の高齢者保健福祉計画における介護サービスの必要量と整合性を図るため

に、区市町村や関係団体と協議の場を設けることとなっております。本年度の協議の場

につきましては、追加的需要の算出方法に大きな変更がないこと、また新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止の観点から、書面にて開催する予定でございます。来月上旬頃よ

り協議の場の書面開催に関する書類を送付させていただきますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

  報告事項は以上となりますが、ここで今回の参考資料についても、簡単ではございま

すが、ご紹介させていただければと思います。 

  まず、参考資料の１、在宅療養に関するデータをつけております。こちらは毎年、去

年も配っているものになっておりますが、本年度、厚生労働省から請求のあったデータ

については時点更新をしておりますので、ぜひこちらをご活用いただければと思います。 

  次に、参考資料２になります。こちらが昨年度の本ワーキンググループの開催実績と

なっております。 

  また、続きまして、参考資料３については、昨年度のワーキンググループの中での意

見交換内容をまとめたものになっております。 

  参考資料４につきましては、先ほど保健医療計画の中間見直しのお話をさせていただ

きましたので、保健医療計画の在宅療養に関する部分を抜粋して、添付させていただい

ております。 

  以上、長くなりましたが、報告事項は以上となります。座長、よろしくお願いします。 

○渡邉座長 ありがとうございました。これまでの東京都からの説明について、何かご質

問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  時間もありませんので、それでは、本日のテーマである、新型コロナウイルス感染症

に対応するために必要な取組の意見交換を始めさせていただきたいと思います。 

  それでは、今回、説明がさっきなかったと思うんですけれども、これ。今回、事前に

アンケートを取らさせていただきました。その中で、今回の最初の事例が少し変更にな

ったかと思います。アンケートをいただいたときは、担当Ｓさんは濃厚接触者という形

でスタートしたんですけれども、今回、濃厚接触者かつコロナの陽性になってしまった

という形で、対応について取組をお話しさせていただきたいと思います。この中で、最

初に地区医師会のほうからお話をいただきたいと思いますけれども。 

  東京都のほうから、もう一度最初のワーキング、今回の意見交換の事例を紹介させて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○豊島・・ 引き続き、東京都医療政策課の豊島です。よろしくお願いいたします。 

  今、座長からお話もありましたように、事例の内容が一部変更になっておりますので、

改めてご説明をさせていただきます。資料４をごらんください。 

  こちらは、先ほどからお話しさせていただいておりますように、新型コロナウイルス

感染症への対応をテーマに、本日は意見交換を実施いたします。 
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  今回は、意見交換において、事務局側にて統一的な模擬事例をご提示させていただい

ております。資料４の中段をごらんください。事例の内容につきまして、ご説明いたし

ます。 

  あなたが担当している在宅療養中の患者Ａさん、８０歳、要介護３がご本人になりま

す。訪問診療の頻度や介護サービスの内容などは、記載のとおりとなっております。同

居のご家族につきましては３名、配偶者Ｂさん、８０歳、子Ｃさんと孫Ｄさんになって

おります。 

  このような家族状況におきまして、孫ＤさんがＰＣＲ検査にて陽性が判明し、入院。

その後、子Ｃさんも陽性判明し、入院しております。一方で、Ａさんも陽性が判明した

ものの、現在の医療機関の病床が逼迫している状況から、受入先の選定が困難で自宅で

入院待機をしているという状況になっております。さらに、現在、Ａさんの介護ができ

る方は配偶者のＢさんとなっておりますが、こちらもＰＣＲは陰性ですが、日頃の外出

自粛等によりＡＤＬが低下しているということを想定しております。 

  こうした情報を入手したケアマネジャーが、担当の在宅医や訪問看護師、ヘルパー等

に情報を共有し、今後の対応を検討することとなったという事例を設定させていただい

ております。 

  先ほど座長からもお話をさせていただきましたが、こちら当初取らせていただいたア

ンケートの事例とは多少異なっております。もともとアンケートの際は、在宅療養中の

患者様が濃厚接触者となったが、陽性か陰性か不明のまま在宅療養を継続することを想

定しておりましたが、現状、濃厚接触者様もすぐにＰＣＲ検査を受けられること、また

結果が出るのも数日内であることがほとんどなので、事例を先ほどご説明させていただ

いたように、陽性が判明したけれども入院待機の状況といった内容にしております。 

  それでは、そのような事例を踏まえて、このワーキンググループで検討することにつ

いてご説明をさせていただきます。資料４の下段、水色の四角の中をごらんください。 

  一つ目、（１）になります、患者や家族の希望に沿った支援を継続するために、ご自

身だったらどう対応するか。ご自身が担当する在宅療養患者が新型コロナウイルス感染

症陽性者で、入院待機で在宅を継続する必要が出てきた場合、自分だったらどうするか。

そのような中でも、特に地域の中での情報連携や訪問診療や訪問看護等のサービス提供

体制について、ご意見を出し合っていただければと思います。 

  二つ目、今後、感染症に適切に対応していくためには、地域の中でどのように連携し

て取り組むべきか。入院待機の間の患者Ａさんとその家族を支えるためには、地域の中

で、各職種や行政がどのように連携して取り組むべきか。また、どのような仕組みがあ

るとよいかなどを、参加者の皆様にご意見を出し合っていただければと思います。その

２点を踏まえて、最後にまとめとなります。 

  今回は、昨年度のようにグループワークではなく、Ｗｅｂ会議の関係上、全体討議の

形で行います。意見交換の進行は、座長の渡邉先生にお願いをさせていただきます。 

  また、参考資料５もご紹介させていただきます。こちら先ほど申し上げたように、事

前に取らせていただいたアンケートをまとめております。今回、事例が一部変更になっ

ておりますので、あくまで参考資料となっておりますが、こちらのアンケート、コロナ

禍においてどのような対応を取れるか、どのような仕組みが必要かなど、皆様に大変多

くの意見をいただいたものになっておりますので、ぜひ本日の意見交換の参考として、

後ほどごらんいただければと思います。 

  説明は以上となります。では、座長、よろしくお願いします。 

○渡邉座長 ありがとうございます。今、説明がありましたように、早速、活発なご意見
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をいただきたいと思います。 

  まず最初に、患者や家族の希望に沿った支援を継続するために、自分だったらどう対

応するのか。その点について、まずちょっとご意見をいただきたいと思います。こちら

のほうから、こういった形なので指名させて進めたいと思います。 

  まず最初に、在宅医代表の新宿区の迫村先生、いかがでしょうか。 

○迫村委員 新宿区の迫村です。よろしくお願いします。 

  これは結構、ちょっと状況が変わったというのを最近知ったので、なかなか難しいな

と思っています。入院の必要性を考えれば、この在宅療養中のＡさんはかなりハイリス

クの境遇になりますから、孫のＤさんとか、６０歳の子供のＣさんよりも入院適用の必

要度が高いというふうに、医者の立場からは思います。しかも、また妻の配偶者のＢさ

んも結構感染弱者ですから、この人にうつっちゃうと、やっぱりかなり肺炎、重症の肺

炎になったりするリスクがあるので。 

  医者の立場からは、これはやっぱり病床を何とか確保して、やっぱり入院するという

のが一番の目標にはなりますが、昨今の情勢で病床が逼迫しているという状況があると

いうことなんですけど。ちょっとこの状況だと、どういうのがいいのかというのは結構

悩みますけれども、なかなかこの８０歳の人を家で見ていくリスクってかなり、新宿区、

かなり感染者、非常に早期から多かった地域なものですから、私も結構在宅のコロナ陽

性になった患者を実際診ています、診ましたけれども、やっぱりかなり命に関わるよう

な状況に陥りやすいので、この人はやっぱり家で見ておくというその選択自体が、倫理

的に、もう本当にターミナルの人だとかということであれば仕方ありませんけれども、

コロナはあくまでもやっぱり急性疾患ですから、しかも経験を積んで、今デキサメタゾ

ンを早期に始めるとか、いろんな治療の体系も出てきましたから、こういうちょっとハ

イリスクな方は、やはり病院で初期治療からしっかりやっていただいて、やっぱりよく

なっていただきたいというふうに、医者の立場からは思います。 

  ですので、どうするのが最善かちょっと分かりませんけど、例えば孫のＤさんとかが

２５歳で、こういう方はもうほとんど軽症ですよね。病院に入院したとしても、もう１

０日の隔離で家に帰ってきます。ですので、例えば感染しちゃっているんだったら、Ｄ

さんを早く家に戻して、Ｄさんを介護のキーパーソンとして動いていただいて、どうせ

家で、仕事に行けませんから待機しなきゃいけないわけなので、Ｄさんに早く帰ってき

てもらって、家で世話をさせるとか、そういうようなことをちょっと、かなり何かアク

ロバット的な感じもしますけれども、そういうことも考えたほうがいいのかなというふ

うに思ったりして。かなりちょっと難しいなと思っています。基本は、やっぱり入院を

なるべく早期に見つけてほしいというのが、私の考えです。すみません。 

○渡邉座長 ありがとうございます。 

○西田理事 迫村先生、ちょっと質問いいですか。西田です。お世話になります。 

  先生のところ新宿は、英先生等が中心になって、実際もう在宅で感染されている要介

護者を診ておられますよね。ちょっとそこら辺ご紹介いただけると、ありがたいんです

けれども。 

○迫村委員 私自身は、そういう事例を持ってないんですが。ちょっと具体的にどのぐら

いの方、要介護の方に入っているという話は、きちっとは聞いてはいないんですけれど

も。どうしても家族内で、この間、英先生のお話だと、家族内で６人中５人が陽性にな

ってというようなお話で、おうちで診ざるを得なくなってというようなことで、そうい

うことに対して入っているという、やっぱり予防着を着ながら入っているというような

話はあります。 
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  やっぱり極力、介護の人たちも、なかなかそういう感染予防をしながら入れる介護事

業所というのは、それほどトレーニングされているところは多くないと思いますので、

基本、やっぱり訪問看護が医療に割とたけている人たちが中心になって、最低限の回数

入るような計画を立てて、在宅の療養を組み立てるということが、原則にはなるんじゃ

ないかというふうに思います。 

  すみません、以上で。 

○西田理事 ありがとうございます。 

○渡邉座長 ありがとうございました。 

  在宅医代表で、もう一方、杉並区の山口先生、ご意見ありますでしょうか。山口先生、

大丈夫ですか。 

○山口委員 すみません、山口と言います。杉並区で訪問診療を主にやっています。 

  やはり迫村先生と同じように、この事例で高齢の方の陽性者というのが、病態変化が

一番心配であると思いますので、確かに入院の適用というふうにはなるかと思うんです

が、きっとこういう方が本当に今後もたくさん増えてくる、家庭内感染で高齢者がかか

ってしまうという状況のときに、家で見ざるを得ないということが起きてくるんだろう

と思うので、そのときは、やはり在宅で何をどれだけできるのかというのを、ご家族と

話し合いながらお年寄りを、感染者であっても、私たち在宅医が何か対応しなければな

らない事態になるんだろうなと日々感じていますが。 

  幸い、私の患者さんで、今実際の感染者は出ていらっしゃらず、デイサービスでやは

りほかの感染者がいて、濃厚接触でどう対応したらいいでしょうというのは、度々ある

ことです。恐らく、全員がご入院できるという状況には、この先もそうならないでしょ

うから、家でできることであったり、やはり家でどのような対応ができるかという何か

情報が、実績が積み重なってくれば、在宅医がやはり何か家で対応できることというの

を、ガイドラインとまでいかなくても、何かしていかなければならないんだろうという

ふうに考えています。 

○渡邉座長 ありがとうございました。今、問題がちょっと出たんですけれども、今回、

Ａさんがコロナ陽性になって、在宅療養中のＡさんがなった。それで入院をさせたい、

これはもうみんな同じ結果で、入院してしまえば病院に移ってしまうので、入院したら

家族をどういうふうに、残った家族、これをどういうふうにフォローするべきなのか。

多分配偶者の奥様、こちらの方がどうなのか。そちらのほうよりも、今回は入院できず

に、やはり在宅として残ってしまったと。それを入院調整期間の間、我々はどうやって

そこをつなごうかというところが、多分一番問題なんじゃないのかなというふうに思っ

ております。 

  そういう意味では、このときにケアマネジャーさんとしては、どんなスタンスで、ま

ずこの状況を、確かに、まず主治医のアンケートの状況では、主治医のご意見を伺うと

いうことだったんですけれども、果たして、調整を取ってくれと言われた場合には、ケ

アマネジャーさんとしては、どの程度本当に動ける。 

  自分は実際に動いていなくても、こんなことをやれるんじゃないかというご意見があ

りましたら伺いたいと思いますので、今回、介護支援専門員の相田さんから、その辺り

について、もう病院が入院できないので、今すぐ入院するまでの間、在宅でどのように

対応するかということについて、ちょっとご意見いただけないでしょうか。 

○相田委員 ありがとうございます。東京都介護支援専門員研究協議会から参加させてい

ただいております、相田と申します。よろしくお願いいたします。 

  実際に私も、今、担当させていただいている利用者さんでいらっしゃいます。私たち
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ケアマネジャーとしてできることを、ちょっと今、伺いながら三つ考えてみたんですが、

一つ目は、やはり、まず基本情報として他親族のご連絡先とか、家族内の役割、また生

活状況を主治医の先生及びチーム全体のほうに、きちっとまとめたものを情報提供を速

やかに行うということ、これがまず一つ目です。 

  もう一つが、社会資源の直近の情報を提供したいと思っています。それがショートス

テイとか訪問看護、ヘルパーはもちろんなんですけれども、地域で対応ができる定期巡

回・随時対応型の訪問介護看護であるとか、そういったちょっと状況を把握しながら動

いていただけるところが、看多機、あと小規模多機能、その辺りの情報提供を随時更新

していますので、医師のほうに報告ができればと思っています。 

  ３点目としては、リアルタイムでの連携が図れますように、連絡体制をやはり確認し

て整理して、連絡網を速やかにつくることをしております。 

  以上です。 

○渡邉座長 ありがとうございました。実際に、今回ちょっと私が座長なんですけど、自

分の事例で申し上げますと、私の在宅療養中の患者さんがデイサービスに行って、その

デイサービス先で実は陽性者が出た、それで濃厚接触者扱いに一応なってしまったんで

す。その翌日、熱発してしまったんです。その状況下でどうするかという。幸い、私の

ところはＰＣＲができたので、ＰＣＲをやって陰性だったので、取りあえず経過を見ち

ゃったんですけれども。 

  そのときにケアマネジャーさんのほうから、サービスは停止させていただきますと、

在宅サービスは停止していただきますというふうに言われて、状態があまり悪くなかっ

たので、実際には停止して問題なかったんですが、果たしてもう少しサービスが必要な

方、そういった方は特に訪看なんです。訪看のほうも、在宅をちょっと今の体制では、

感染者に、濃厚接触者に対する対応はできかねますというご意見をいただいたんですが、

訪看の今回、看護協会代表の大沼さん辺りの、その辺り、必ずしもみんながやれと言わ

れてできるものでもなかなかないんですけれども、そういった調整とか、そういったこ

とというのは図られているんでしょうか。できれば大沼さん、ご意見いただけますでし

ょうか。 

○大沼委員 ありがとうございます。実際、最初のコロナの発生のときには、海のものと

も山のものとも分からないので、本当に恐怖だけだったと思うんですが、現在はしっか

りとした感染防止対策をすれば感染しないということが、もう医療職、看護職も理解し

ているので、訪問看護ステーションについても、コロナの患者さんを一切受けませんと

いうふうなことにはなっていないところもございます。 

  あとは、実際に、私、中野区の病院に勤めておりますが、保健所の方との連携は日頃

取っておりますけれども、割と重症になったら病院に入院ができるんだけれども、軽症

だったり、中等症だったりすると、余計入院ができないというような現状もありまして、

例えば事例の高齢者の方であったとしても、中等症でいれば、本当になかなか入院がで

きないという現状があるのは事実で、そのような場合には、やはり訪問看護ステーショ

ンの方に、かなりお力を借りることにはなるのかなとは思います。 

  あと在宅療養されている方で、保健所のほうから状況によって入院が必要なのかどう

かの確認を途中途中でしてほしいということで依頼がありまして、レントゲン、ＣＴ等々

撮っている現状もありますので、実際在宅療養をせざるを得ない現状をどう、看護、そ

れから医師、ほかのところでどう連携していくかということが、今後さらに検討しない

といけないのかなと思います。 

  すみません、ちょっと外れているかもしれませんが、そのような意見を持っておりま
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す。 

○渡邉座長 ありがとうございました。貴重なご意見かと思います。私、先ほどからの事

例で、同じようにコロナ陽性になってしまったご家庭で、やっぱり先ほども言ったよう

に、お熱が出ているとか、吐いているとかというような形があっています。その場合、

私のほうも、処方のほうを院外処方で出しているんですけれども、そういったときに薬

局さんがこのお宅に薬を届けて、それをどうするのかということも非常にちょっと戸惑

いました。 

  基本的に、ふだんやっているところが在宅はやっていませんとかと言われると、いつ

もは娘さんが取りに来られているんですというような話をされていたりして、そういっ

たときに薬剤師さんとしては、そういったコロナの管理、陽性患者さんのところの服薬

について、何らかのシステムとか、そのフォローとか、やれるところとやれないところ

とあるんですけれども、そういったことについてご検討されていますでしょうか。もし

できましたら、薬剤師会代表の髙松先生、ご意見いただけますでしょうか。 

○髙松委員 すみません、髙松です。 

  ・・・・対応に示された内容の中で、コロナ陽性患者さんへの対応も、今明記されて

おります。在宅をやっていようが、やってなかろうが、かかりつけの薬局さんに、まず

例えば電話診療等々で処方箋を医療機関からファクスで薬局に流してもらう。それを基

に患者さんと連絡を取り合って、実際に薬局から患者さん宅へ配送、薬局自身が持って

いくこともあると思います。要は、伺った場合でも、感染防止策をしっかり取っていけ

ば、そんなに感染するリスクはないのかなと、私は今は思っていますので。情報提供は、

今いろんな電話等々でできますので、それでやるとして、薬という物の受渡しに関して

は、配送という仕組みも、今、国のほうでもちゃんとつくっていますし、薬局個々の判

断で届けることもできると思っています。 

  だから、そういうような働きかけを、薬剤師会としてはやっておりますので、その辺

りで、今回のコロナ禍の中では、大きな問題は今なかったのかなというふうに考えてお

ります。 

  以上です。 

○渡邉座長 ありがとうございました。ちょっともう少し踏み入った質問なんですけれど

も、実際は薬局さんに届けていただいて、ポストに薬を入れていただいて渡すなんてい

うことがあったんですけれども、実際は、お金もいただかなきゃいけないんですけど、

濃厚接触者である娘さんが出てきて、そこで対応するということになると、例えばそれ

なりの防御をして届けて、そこでお金の受渡しということをしないといけないかと思う

んですけれども、そういったことも検討に入れると、ちょっとなかなか難しいというふ

うに言われたケースがあったんですが、この辺りはどうなんでしょうか。例えば手袋を

して、お金は後にするという言い方もあるんですけれども。 

○髙松委員 後で、薬局ごとに対応はちょっと違うんですが、後で振込みをしてもらった

りとか、後で支払いでいいですよというケースもありましたので、ちょっと薬局方ほう

でその辺の判断は違ったと思います。 

  恐らく、電話診療の場合でも、やっぱりそのようなケースはあったと思うので。 

○渡邉座長 ありがとうございます。一応、いろいろと今回参加いただいている方が、在

宅だけに特化してしまったらちょっとあれなんですけれども、少しそういった形で、陽

性者が施設で出てしまったりとか、何かあったときに、今まで歯科治療を継続していた

場合に、それとか口腔ケアとか、そういったことも施設、大きな場所ですと、やられて

いたグループホームなんですけれども、グループホームなんかでも歯科治療をされてい
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たけど、１人が陽性になって、濃厚接触者になっちゃって、そこには一切入ってきても

らったら困るというような意見があったところがあったんですけれども、そういったと

きに、歯科医師会としては対応とか、そういったちょっと今回陽性になっちゃったんで

すけれども、施設なんかで濃厚接触者が残っちゃった場合に、その方の２週間、口腔ケ

アその他等も一切行われない状況になってしまうようなことがあり得る状況になってい

るんですけれども、その辺りは、歯科医師会としては何か対応とか、啓発とか、何かさ

れているんでしょうか。 

  歯科医師会代表の蛯名先生、もしできればご意見いただけますでしょうか。 

○蛯名委員 ご質問ありがとうございます。非常に難しいケースだとは思います。まず、

私たちが行きたくても、施設のほうでかたくなに出入りを断られるというケースが結構

あると思います。そういった、今、１週間全然口腔ケアができないというお話があった

んですけど、その施設のマンパワーにもよるかとは思うんですけれども、できれば少し

でも職員の方なりにその辺は指導をして、お手伝い願えばというところだと思います。 

  歯科というのは、当初、非常に感染リスクの高いということを言われていましたが、

現状で歯科医院の中でのクラスターは起きてないんです。ですから僕らは日頃、患者さ

ん一人一人にマスク、手袋、そしてフェイスシールドなり、アイシールドをしながら治

療するわけですけれども、もし許されるんであれば、それプラス、新宿区は非常に区が

協力的なので、使い捨てのガウンですとか、そういったものを供給もしてもらったりし

ましたので、そういったものを施設と相談の上、ただ、やっぱり密にといいますか、回

数を小まめというのはやっぱり難しいと思います。１週間に一遍行っていた人も、やは

り２週間に一遍行ければいいのか、ひと月に一遍行ければいいのか。残念ながら、少し

そういうふうな間隔を空けてというのが現状だとは思います。 

○渡邉座長 ありがとうございました。非常に厳しい、いろいろと作業が止まってしまう

というので、大変だなというふうに感じました。 

  今、在宅で診ざるを得ないような状況下において、例えばヘルパーさんとか看護師さ

んが入ったりするときに、防護服とか、そういった・・・に、行政としては何らかの援

助という形が取られるんでしょうか。もしその辺り分かりましたら、新宿区代表の白井

さん、行政としては、在宅に取り残された方に対して、どんなことのサービスを提供し

てくれるのか。また、物とか、そういったものも何かしていただけるのかとか、そうい

うことについてちょっとお話しいただけないでしょうか。 

○白井委員 新宿区の白井でございます。いつもお世話になっております。 

  新宿区においては、医療機関については、私ども健康部のほうで担当しておりまして、

介護施設等については福祉部のほうで担当している、どこもそうかと思うんですけれど

も、そんなような役割分担をしているところでございます。 

  医療機関については健康部が対応しておりますし、また厚労省のほうからも、当初か

ら様々な感染対策の防護具がいろいろ来ましたので、医師会さん、歯科医師会さんのほ

うには、早くから、十分ではなかったかもしれないですけれども、届けさせていただい

ておりました。 

  そんな中で、訪問看護ステーションには、なかなかそういったものが届けられなくて、

不足しているという声をずっと聞いていたところです。そこは福祉部と調整しまして、

できるだけ福祉部のほうに介護関係の感染対策のものが来たときには、訪問看護ステー

ションについても福祉部のほうで対応してほしいということで、そういった仕組みをつ

くってまいりました。 

  一つ、ヘルパーさんたちに十分に届いているかというと、ちょっとそこが、今お答え
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ができないというか、心配なところで、本当に必要な方たちに十分届いているかという

のは、まだまだしっかりとお話をお聞きして、対応を考えていかなくてはいけないのか

なというふうに思っているところです。 

  今そういった感染対策の防護具等についてのお話だったかと思うんですけれども、ち

ょっと先ほどの患者さんについてのお話、させていただいてよろしいですか。事例につ

いて。 

○渡邉座長 お願いします。よろしくお願いいたします。 

○白井委員 新宿区は、先ほどもよくやっているところというふうにご紹介をしていただ

きましたけれども、本当に医師会さん、歯科医師会さん、それから訪看さん、ヘルパー

の皆さんも大変協力的でありまして、陽性の患者さんが出たときにも、往診もしていた

だいております。英先生はもちろんのこと、ほかにも往診していただいている先生がい

らっしゃいます。 

  それから、歯科のほうについて、先ほど蛯名先生がおっしゃっていなかったと思うん

ですけれども、陽性の患者さんの場合には、電話やリモート診療で歯科の対応もちゃん

としていただくというルールをつくっております。また、どうしても外来で診なくちゃ

いけないというときについては、病院が幾つかありますので、幾つかの病院の歯科で診

ていただけるというような仕組みをつくっているところです。 

  薬局さんについても、当初からおうちに処方でお薬を届けていただけるというところ、

リストがもうできておりまして、各かかりつけの先生がご自分のいつもしていただいて

いる薬局さんで対応していなければ、そのリストを見ながらお願いをしていくというよ

うな仕組みもつくってまいりました。 

  また、在宅療養をしていて、夜間一番不安になるところですけれども、夜間に具合が

悪くなったときには、基本的には東京都の発熱相談センター、東京都のほうに夜、夜間

相談が行くかと思うんですけれども、それが新宿区の当直のほうに連絡が来る場合があ

ります。その場合には、夜間の在宅療養支援診療所のほうに委託をかけさせていただい

ておりまして、何か心配なことがあったら、そちらにつないでいくというようなことで

させていただいております。場合によっては、夜間であっても、本当に必要なときには

往診もしていただけるというような仕組みもつくってまいりました。 

  このような様々な団体さんのご協力等によって、十分ではないですけれども、少しで

も患者さんが安心して在宅で療養していただけるような仕組みが少しずつできています。 

  また、介護者が陽性になったときに、要介護をされている方が区の施設に一時的に入

所できるというような仕組みもつくっておりますので、まだまだこれから工夫が必要か

と思いますけれども、非常に新宿区、在宅で自宅療養する方々が多かったということも

ありまして、一つずつ解決策をつくってきたところでございます。 

  以上です。 

○渡邉座長 ありがとうございました。今回、在宅ということなんですけれども、今回、

老健の南先生もいらっしゃっていて、老健の中でも陽性になって、老健の中でほかの利

用者が濃厚接触者、そういった状況で入院できないで老健の中に残ってしまう、これは

もう非常にすぐあり得る話かなというふうに思っているんですけど、そのときの老健と

しての対応策というのは、もう既にできているんでしょうか。 

  南先生、もしその辺り分かりましたら、教えていただけますでしょうか。 

○南委員 渡邉先生の声が、ちょっと聞こえなかったんですが。 

○渡邉座長 申し訳ありません。もう一度。老健の中でも、例えば陽性者が出てしまった

と。それで、老健のほかの患者様が濃厚接触者になってしまった。陽性になった患者様
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がほかの病院へ転院ができない状況で、老健の中のままに残ってしまう状況下で、老健

の中で対応というのはできるものなのでしょうかということを、ちょっと。 

○南委員 自分の施設では、現在、入所のほうでは感染者、コロナ感染者も濃厚接触者も

今のところいないです。病院でコロナの肺炎を治療した後で、依頼されて来ている人は

先週も取っています。一応ＰＰＥみたいなものは、要するに防護服はある程度、少ない

ですけどあります。でも実際には、職員の家族でコロナが出たので、何日かＰＣＲをや

るまで休むとか、いろんな状況があって、今目いっぱいな状況で動いているというのは

現実です。 

  デイのほうでも今日も保健所から来て、利用者さん、それからデイのほうの職員のＰ

ＣＲをやっていたところですけど、来る前なんかに。それで、もうすぐそこまでいっぱ

いこのコロナ感染は来ていまして、いつぱっと自分のところも来るかどうかが分からな

いのが現実なような印象で、職員はみんな感じております。 

  うちはグループ病院もあって、ちょっと遠いんですけど、西八王子や何かにコロナを

受けている集積病院を持っていますので、そういうところに対応していただく。近くで

取ってくれなければ対応していただくし、もう一つは療養型病院でも、今、２０床ぐら

い対応するつもりでつくっているところです。対応があるので、何とかなるんじゃない

かと思っているんですが。現状は、今そんなところです。 

  今までではコロナ感染の方、濃厚接触者は対応、今まではしていなかったのが現実。

シミュレーション、要するにＢＣＰというんですか、そういうのをはっきり決めている

段階ではまだないところです。 

  以上です。 

○渡邉座長 ありがとうございました。やはり今はないけれども、物品がちょっと足りな

いみたいなことを言われた、多少はあると言われたんですけど、もし陽性者が出て、対

応するに当たって、老健のほうには十分な防護服、その他等の支給は来てないというこ

となんでしょうか。 

○南委員 新宿区からも来ているんですかね、すみません、細かいこと分かってない。 

  一応自分のところ、関連病院からは送ってもらっているんですけど。 

○渡邉座長 なるほど。ありがとうございました。 

  一応、テーマがもう一つありますので、ちょっと時間のこともありますので、この中

で今の状況と、いろいろな対応についてお伺いしたところですけれども、今後、もう一

つのテーマである、地域ではどのような連携を取っていく必要があるのかというような

ことについて、ちょっと話を進めていきたいと思いますけれども。 

  どうしても地域の連携としては、一番頼りになるのは、本当は入院できればいんです

けど、病院がということだと思うんですけれども、地域の連携のまず最初に、病院の河

北の塩田先生いらっしゃいますので、病院協会のほうとしては、どの程度の連携を取っ

ていくかということを、ちょっとお話しいただけますでしょうか。 

  ごめんなさい、申し訳ありません、塩田先生がご欠席なものですから、申し訳ありま

せんでした。 

  それでは、再度、連携ということなので、杉並区医師会の安田先生、ご意見いただけ

ないでしょうか。 

○安田委員 杉並区の安田と申します。 

  連携に関しては、今、実は杉並区が取り組んでいる事案でありまして、今のところ、

コロナ禍のいろんな状況、いろんな多職種の方に伺ってみると、やはり連携が一番弱く

て、それぞれが独立して手探りの状態でいろいろ対応していたという経緯があります。 
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  最近になっていろいろ情報が大分集まってきて、連携も取れるようになっているんで

すけど、素早い連携がまだちょっと弱いということで。実は、令和３年度からＩＣＴを

活用した多職種連携システムを立ち上げつつあるんですけど、新宿区の迫村先生とか皆

さんにご協力いただきまして、そういうシステムを立ち上げる予定でいます。 

  まず、やはり目標としては、多職種連携はもちろんそうなんですけれども、いろんな

職種ごとにいろんな緊急連絡網などを作って、素早い対応がいろいろできるかなとは思

っています。 

  それで、あとは、例えばＰＣＲができる医療機関とかも病院は分かっているんですけ

ど、ほかのいろんな開業医レベルだと非常に情報が乏しいので、例えば往診でＰＣＲで

きる医師をリストアップできたりとか、いろんなそういう緊急対応ですね、あとそうい

うＰＣＲ陽性、コロナ陽性、もしくは濃厚接触者が出たときに対応できる訪問看護とか、

いろんなこういうステーション、そういうところをリストアップして、いろいろすぐ相

談できるような体制を整えることが一番大事かなと思っています。 

  そういう意味では、さっき新宿区の白井さんからいろいろお話を伺っていると、すご

い何か羨ましいシステムだなと思っていまして、ぜひ、また参考にさせていただきたい

とは思っています。 

  以上です。 

○渡邉座長 ありがとうございました。連携というお話で言うと、先ほど、私が少し事例

があったんですけれども、デイサービスに行っていた先で陽性者が出てしまったという

と、デイに利用している方が全部在宅療養の方なんです。その方が全部自宅に帰っちゃ

ったわけです。それで全員濃厚接触者だという扱いになって、その在宅になっている方

には、そこには訪問診療をしている先生を含めヘルパーさんもいるので、一人一人の患

者さんにヘルパーさん、訪看さん、または訪問歯科さん、そしてケアマネジャーさん、

そしてご家族という形で、１人に対して多くの方が関わっている方が、それが集合して

デイサービスに集まって、１０人の方がぽうっと帰っていってしまうと、いきなりそこ

の連絡網、陽性が出ましたというと、その担当医の先生、ヘルパーステーションとか、

ケアマネジャーさんに、全員にその情報を流さなきゃいけないということが実際に生じ

てしまったんです。 

  こういったときに、どのように誰がイニシアチブを取って、この情報提供、その他等

をするんだろう。この辺りは、ケアマネジャーさんのところではいかがでしょうか。そ

ういった連絡というのは、どのような形で入ってくるんでしょうか。 

  大沼さん、相田さん、もしその辺り連携で、ケアマネジャーさんが一番マネジメント

しているというところで、ちょっと教えていただけないでしょうか。 

○相田委員 ありがとうございます。相田です。 

  事前に、大分、今コロナ禍に入りまして、たちましたので、事前にできる限り緊急時

の対応も含めまして、担当者会議といって、チームでリモートを中心に話し合う場をつ

くっております。 

  例えば、ご家族がどこまで対応が可能なのか、同居でなくて別居の方でもです、チー

ムもそれぞれの職種がどこまで対応可能なのか、どこまで来ると対応が不可能なのかと

いうことも含めまして、事前にシミュレーションをしながら担当者会議というものを開

かせていただくようにしております。 

○渡邉座長 確かに難しい問題で、私のところには、まず最初に、陽性者がここの施設で

出ましたというような形でファクスが来ました。その後、保健所の指示をお待ちしてい

ます。保健所が待って、濃厚接触者になりました。それで濃厚接触者になりましたとい
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うところから、それをまず最初の初動、次の段階、３段階で出てくるわけですけれども、

その間は、この連絡網ってそれを全ての施設に対して、利用者の関わっている人たちに

対して、ケアマネジャーさんが中心で連絡することになるんでしょうか。 

○相田委員 ありがとうございます。ケアマネジャーが対応可能なところは、ケアマネジ

ャーがさせていただくんですが、事務的なことは。ただ、病状とか、そういった症状の

こととか、医療的な面で必要性が生じた場合には、訪問看護がしてくださる場合も多く

て、それもチーム内であらかじめ確認をしておくということにしております。 

○渡邉座長 ありがとうございました。訪問看護のほうでも、今回も実際、訪問看護した

後に陽性が分かってしまうというパターンが結構出てきて、その辺りを訪看のほうから

対応とか、その連携とかという形では、何かシステム、その他等を組んでいるとかあり

ますでしょうか。大沼さん、もしよろしかったら教えていただけますか。 

○大沼委員 ありがとうございます。渡邉先生のご提示していただいた件は、本当に実際

に誰がキーパーソンになって情報を伝達するかというのが、なかなか難しい現状がある

のも事実です。例えば保健所を中心にといっても、保健所の方のマンパワーの本当に大

変さもありますし、かといってじゃあ訪問看護ステーションの方でという、なかなかそ

の辺、本当に難しいことで。 

  実際に訪問看護が入ってない方もおりまして、ケアマネジャーさんが中心になって情

報発信しなきゃいけない部分もありますし。本当にこれは、ごめんなさい、なかなか答

えが出ないんですが、非常に検討をしなきゃいけないことだなというふうに、今、渡邉

先生のご発言で感じておりますので、看護協会のほうにぜひ持ち帰って、在宅で残され

た患者さんをよりいい形でケアするために、どのように連携を取りながら情報発信して

いくかというのを具体的に考えていきたいと思います。申し訳ございません。 

○渡邉座長 ありがとうございます。 

○迫村委員 一ついいですか、渡邉先生。今のことに関連して、情報共有。 

○渡邉座長 迫村先生、よろしくお願いします。 

○迫村委員 ありがとうございます。新宿区、やっぱり早くから患者さんが出たので、情

報共有の問題がかなり大きな問題になりました。今日、白井さんがいらっしゃいますけ

ど、一つは、行政がやっぱり個人情報の壁があるんです。個人情報があるので、どうい

うところでどういうふうに出たというようなことを、どのぐらいの範囲まで伝えていい

かということが非常に難しい。 

  陽性だという情報は全部保健所に入りますから、保健所が最初で、保健所のほうから、

ある施設で出たという情報は、ケアマネさんと、その施設の責任者の方には伝えられる

という、そういうボールの出し方をするんですよね。その後の出たボールをどういうふ

うにつなげていくかというのは、結構ケアマネさんに依存するという。そのケアマネさ

んがそこからパスを出さないと、その情報がそこで止まってしまうので。 

  そうすると何が起こるかというと、やっぱりその人が陽性だった、その次の日にやっ

ぱり訪問看護が行っちゃうとか。非常に１人の利用者さんに対して、デイも入っていれ

ば訪問系のサービスも入っているので、いかにこの情報を迅速に回すかというのが、と

ても大事なポイントになります。そこのところは個人情報を守りながら、どのレベルで

こういうふうに、やっぱり風評被害の問題がありますから、このデイサービスで出たと

いうと、やっぱり途端に利用者さんがいなくなるとか、いろんなことが起こりますので、

やっぱり行政としては、それはやっぱり非常に避けたいというところもあります。 

  ですので、やっぱり我々医療とか介護に関連する人たちだけは、クローズな中で早く

情報を知りたいという、そういうシステムをやっぱり地域の中で話し合って、早くつく
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ったほうがいいと思います。新宿区では、一応今のところ、白井さんから一応コアにな

る医療と介護の人たちの、一応Ｗｅｂミーティングをやっているような会をつくってい

て、そこのところに情報が迅速に回るというような形にしてあります。そのコアメンバ

ーたちがどういうふうに伝えるかというのは、またその人たちの考えでやるわけなんで

すけど。頼りになる人をちょっと入れておいて、そういうふうに伝えるという、そうい

う形で今やっています。 

  以上です。 

○渡邉座長 ありがとうございました。自分のところでも、結局はファクスを使っての情

報共有になったんですけれども、メールとかというと、必ずしも、たくさんメールが来

ていて、一気に見られないというようなことが多分にありまして、それで今日は夜にな

ってからゆっくりメールを見ようとかというパターンが多くて、なかなか。ファクスだ

と結構見られて、ファクスの情報というのはありがたいなと思ったんですけれども、個

人情報をファクスで、必ずしも個人だけが見られなくて公になってしまうという、そう

いうのも怖いなというふうに、私はちょこっと感じていました。 

  そういった意味で、中野区の高橋さん、ちょっと行政として中野区では、その辺りど

のように取り組んでいるのかを、ちょっとありましたら教えていただけないでしょうか。 

○高橋委員 中野区地域包括ケア推進課長の高橋と申します。 

  今いろんなお話伺いまして、私は、今回のような切迫した個別のケースには関わって

いるわけではないので、渡邉先生のお話に沿ったことになるかどうかちょっと分からな

いんですが、中野区としては、短期的な喫緊の課題としましては、やはり入院調整期間

が長くなって、自宅で待機している方が増えているということで、何らかの対応を医師

会の皆様方と連携して、今後取らざるを得ないということがあります。 

  新宿区のほうで随分進んでいるというお話を伺いまして、ぜひ参考にさせていただき

たいなというふうなことが、まず１点です。 

  あと、地域の中の連携ということで言いますと、中野は、なかのメディ・ケアネット

というＩＣＴのシステムを使ったり、あとは地域ケア会議ということで、医師会、薬剤

師会、歯科医師会の皆様をはじめとして、介護、医療介護の連携も顔の見える関係とい

うことで積み重ねてまいりました。今回は、昨年には、多職種での研修ということで、

コロナに対しての最新の対策でありますとか、実際に自宅で看取りをされた先生からの

お話を伺ったりとかいうこともしております。行政としては、そういった形でのバック

アップなり、ことをやっていかないといけないのかなと思っています。 

  もう１点は、もっと長期的なお話になるんですけれども、アドバンス・ケア・プラン

ニングですね、これは区も去年辺りから進めているんですけれども、コロナを機会にし

て、このＡＣＰというものが、ご本人であるとか、ご家族にとってすごく身近というか

切迫な問題として浮かび上がってきたのかなというところがありますので、今後そうい

ったものを進めていきまして、こういった急激な変化というか、感染症対応だけではな

くて、やっぱりそういうものも日頃から積み重ねる必要があるのかなというようなとこ

ろで進めているということでございます。 

○渡邉座長 ありがとうございました。行政がイニシアチブを取って、その情報の集約を

するということは難しいのかなというのは、今ちょっとお話みたいな感じにしたんです

けれども、実際には、本当に情報が届いてなかったのが、今回事実でした。在宅の患者

さんじゃなかったんですけど、コロナ陽性の患者さんになって、それでコロナ、うちで

検査して、そうしたら昨日は喉が痛くて、頭が痛くて、耳鼻科に行ってきましたといっ

て、やっぱり心配だからコロナの検査を受けました。そうしたらちょっと上昇があるの
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で、迅速でもう既に陽性にさっとなってしまいました。だけど、保健所に連絡したんで

すけれども、耳鼻科の先生のところには、昨日来た人が陽性だったという連絡はなかっ

た。そうしたりとか、そこで薬局さんでもお薬をもらってしまった。そして、その次に、

そこには前日にヘルパーさんも入っちゃっていたという、そこにも連絡は行かないんで

すけれども。 

  こういったような形で、どこまで情報を共有していったらいいのかですね。もう解決

できない、ただ問題提起だけになってしまうんですけれども、そういった状況下もあり

ます。そういったところで医療者がその辺りをイニシアチブを取れるのかどうなのかと

いうことで、山口先生なんかは、どのようにお考えでしょうか。そういった陽性者が出

て、そこに関わった、多くの方たちが関わった。でも一番最初に知るのは、多分担当医

だと思うんですけれども。それが皆さんに情報を流すというのも、かなりちょっとむち

ゃな話で、どのように、もしご意見あれば、していったらいいかなということを伺いた

いと思います。 

○山口委員 確かに皆さんに迅速に情報が伝わることが一番大事なので、対応の仕方がす

ぐ変わらないといけないので、ぜひともＩＣＴを利用したいなと思います。杉並区でそ

れを進めていくのは、今はやっぱりこの状況なので、早く取り組んでいく必要があるな

って日々思っていますので、私も率先して使っていけるようになって、皆さんに情報が

すぐ伝わる状況を区全体で構築していきたいなって思います。一遍に情報が伝わるとい

うことが大事だなと思っていますので、一つずつファクスを送るよりも、何よりも早く

ＩＣＴのほうが伝わるんだろうと思っています。 

○渡邉座長 ありがとうございます。髙松先生、お伺いしたいんですけど、薬剤師会には、

そういった何かプラスになったとか、患者さん発生したとか、そういった形は公式には

連絡とか入ってくるとか、情報が入ってくるということはあるんでしょうか、今のとこ

ろ、そういうシステムみたいなものです。 

○髙松委員 システムというよりも、もう０４１０通知の中で、コロナの陽性患者、もし

くは疑い患者の場合には、必ず医師のほうから薬局に、該当する薬局に連絡を入れなさ

いということになっていますので、それが遵守されていれば、しっかり薬局のほうも、

それを分かった上での対応ができる。だからその連絡がないと、疑いでそのまま薬局に

いらしてとなってしまうと、後で陽性が分かったというケースも、全国を見ると、やっ

ぱりあり得ます。 

  薬局でも結構クラスター等の発生も全国的に見るとありますので、そこら辺がやっぱ

りきちっとルールづけがされていないと、やっぱりそこら辺の油断からやっぱり感染が

広がるというのもありますので、分かって対応するのと、分からないで対応するのは全

然違いますよね。ぜひ、それをお願いしたいと思います。 

○渡邉座長 ありがとうございます。実は、患者さんがどこの薬局に行くかということは、

実際に全員担当の先生方は知っているかどうかということになると、かなり難しい問題

があると思うんですけれども、その辺りは、どうお考えでしょうか。 

○髙松委員 どこの薬局というのを持ってらっしゃらない方だと、できるだけ移動の距離

の少ないところの薬局を、例えば薬剤師会とかに相談していただいて、そこに事前に連

絡をするとか、そのような方法がいいかなと思います。どこかの、新宿区でしたか、配

達とかできない薬局なんかあったときにどうする、困ったときには、やっぱり薬剤師会

に一回相談していただけると、割と早くは対応できると思いますので。薬局側に、患者

様にどの辺の薬局がいいかというのを聞いていただければ、お知らせはできると思いま

す。 
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○渡邉座長 ありがとうございました。いろいろと問題は多いところではございますけれ

ども、歯科医師会としては、連携について、こういったコロナ発生その他等についての

連携について、情報とか実際今の状況で結構来ているものなのか。それとも、歯科なん

か治療した後に、歯科で治療した後に、後で昨日来た方が陽性でしたとか、そういった

情報も回ってくるものなんでしょうか、いかがでしょうか。 

○蛯名委員 私でよろしいですかね。 

○渡邉座長 すみません、蛯名先生、よろしくお願いします。 

○蛯名委員 歯科医師会の蛯名です。 

  受診された後にコロナが分かったというようなことは、意外と患者さん自身から情報

が来ることが結構ありますでしょうかね。情報の流れということで、先ほどから迫村先

生とか、白井先生からお話があるんですが、新宿区にはそもそも在宅医療のバイタルリ

ンクという在宅医の医科・歯科・看護師の連携ツールもありますし、最近これも英先生

を中心につくられた三育会でしたか、介護福祉関係の連絡網もだんだんできてきてはお

ります。 

  ただ、今の段階では、あまり細かくは連絡は来ないでしょうかね、その中では。ただ、

情報として、どこそこの診療所でこういうニアミスがあったというような話は、歯科医

師会のほうには、適宜でもないですが入ってくることはあります。 

  あとは、やはり行政、それからお医者さんのほうからの、先ほどもあったような連携

の形での情報提供でしょうか、その辺になりますかね。補足があれば、白井さんが補足

してくれればいいですか、どうでしょう。歯科には一応コーディネーターみたいな者が

行って、そういう歯科医師の派遣などが必要な場合には、送れるような体制は一応は、

先ほどの電話連絡、リモートで指導したりとか、そういうのは一応できてはいます。ホ

テル滞在者も含めてですけれど。患者さんのあれは、あまり入ってこないかもしれませ

ん。 

○渡邉座長 ありがとうございました。非常に情報というのをどういうふうに扱っていい

のか分からないですけれども、この情報の中で、やはり情報を広げると、必ず風評被害

みたいな形と、地域においてトラブルに生じるケースがやっぱり十分考えられていると

思うんですけれども、そういった風評被害に対する対応、その他等で、誰かご意見いた

だける方っていらっしゃいますでしょうか。 

  いらっしゃらなければ、風評被害ですから、市区町村代表の中野区高橋さん、もしお

答えできれば、そういった対応とか、区としては何らかの形を取っているのか、そうい

ったことについてはまだ対応ができている状況でないのかということだけでも教えてい

ただければ。 

○高橋委員 具体的に何か区として対応を取っているというものはありませんけれども、

介護施設などでクラスターが発生した場合、そういった場合に、その施設に一回利用し

たとか、そういうことだけでも、ほかのところでちょっと受入れが難しくなるとか、何

かそういうような話というのは聞いたことがありますけれども、そういったものに対し

て、区としてどういったことができるかというのは、ちょっと今のところは、まだ何と

も申し上げることは、申し上げられる状態ではございません。 

○渡邉座長 新宿は一番多かったので、風評被害、その他等の対応について、白井さん、

もし何か教えていただけることありましたら、教えていただけないでしょうか。 

○白井委員 新宿区の白井でございます。 

  当初、やっぱり新宿で発症者が多かったということで、本当に風評被害、あそこのマ

ンションで出たらしいとか、出たとか、貼り紙を貼られちゃったりとか、いろんなこと
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があったというふうに聞いています。 

  そして、迫村先生、さっきもおっしゃってくださったんですけれども、医師会さんの

ほうから、特に在宅の先生からは、必要な情報なので何とか情報共有できないかという

ことをずっとおっしゃっていただきまして、そこで個人情報を守りながら必要な情報を

出していく、それも適切にやっぱり出していかないと風評被害になってしまうので、正

しい情報を個人情報になるべく触れない範囲で出していくということが大事なのかなと

いうふうに感じているところです。 

  ですので新宿の場合は、デイサービスで陽性の患者さんが出られると、デイサービス

名は出させていただくんですけれども、どちらのデイサービスでこういう方が出られま

した、こういうような行動と取られましたということと、それから区の保健所の対応も

そこに付け加えさせていただいて、情報として提供させていただいております。 

  新宿区の場合は、濃厚接触者を少し広げて、念のため検査と言っていますけれども、

少し広げて検査もしておりますので、このような検査を行って、結果こうでしたという

ことも含めて、在宅の先生方にはお伝えするように、することによってお互いに信頼も

深まってきたのかなというふうに思いますし、できるだけ早くに情報共有もできるよう

にしてきているつもりでございます。 

  また、歯科医師会の先生にも、陽性の患者さんがやっぱり歯科にかかりたいというと

きには、先ほど蛯名先生がおっしゃっていただいた窓口の先生にご相談をして、受けて

いただくというようなことで、適切な本当に情報をしっかりと提供していくということ

で進めているところです。 

  以上でございます。 

○渡邉座長 ありがとうございました。まだまだ、ちょっと進行が悪くて、うまく話がま

とめることができなかったんですけれども、時間も迫っております。最後に、ご意見な

かなか近藤先生にどうしてお話しいただければいいのかということがなかなか分からな

くて、全体を通して、今回、保険者代表としてご参加いただいている近藤先生に、今回

こういった形でこの話を聞いていて、何かご感想とかありましたら、ちょっといただけ

ないでしょうか。 

○近藤委員 皆さんのお話、大変な状況であるということを、今回も身にしみているとこ

ろであります。私ども、組合員の加入者の方の立場にどうしても立たざるを得ないもの

ですから、年末から感染者がやはり増えてきたということで、医師会さんが発行されて

おられました、かかり方の目安というものを展開をするような対応を取ったところでご

ざいます。 

  また、今日のニュースなども拝見をしていますと、東京都さんのほうからハンドブッ

ク、在宅療養のほうも先ほどご紹介ありましたように、８，０００人の方を超える方が

出ていらっしゃるということで、保健所さんも健康観察が非常に大変な状況にあるとい

うふうに伺っております。ですので私のほうも、そんな備えとして、こういった情報が

ありますということを加入者の方々にＰＲをしてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

  以上でございます。 

○渡邉座長 ありがとうございました。時間厳守も必要なので、この辺りで、ちょっと２

０分になりましたので、活発なご意見をいろいろと本当にありがとうございました。時

間となりましたけれども、この辺りで、もう少し何か全体を通して何かご発言ある方は

いらっしゃいますでしょうか。もしありましたら。 

  迫村先生、どうぞ。 
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○迫村委員 度々すみません、しつこくて。やっぱり今日の事例は、やっぱり自宅待機者

になってしまったというか、ハイリスクな方がなっているというのが、やっぱり根本の

問題にあって、それはやっぱり急性期の病床が逼迫しているというのが大前提にあると

思います。実際、自宅待機者は、今結構亡くなったりしているのが新聞報道とかで目に

つきます。 

  やはり、そうすると、やっぱり急性期病床をいかに、ベッド数をいきなり増やすのは

なかなか難しいから、今ある急性期病床をいかに効率的に回すかということを、やっぱ

り地域ぐるみで考えなきゃいけない。やっぱり自宅待機もちゃんと、亡くならないよう

にちゃんとフォローするという体制も大事です。入り口のところでの対応も大事だし、

あとやっぱり出口のところですよね。出口のところが今どうなっているのかというのが

非常にあれで、あとはやっぱり退院して、感染者を退院させると、やっぱり在宅に戻っ

たときに、介護者とか訪看さん、やっぱり物すごく恐れている現状が多分あると思うん

で、スムーズに在宅に返せているのかというのが一つ。 

  あと回復期の病床に、やっぱり病床のほうもやっぱりＰＣＲ陰性確認しなくて本当は

いいんだけど、２回確認しろみたいなことを要求が出ているというようなお話も聞きま

すから。そういうところをやっぱりうまく交通整理して、いかに早く感染力がない方は、

もうどんどん出ていってもらうというような、そういう仕組みをやっぱり全体でつくら

なきゃいけないんじゃないでしょうか。私は、そういうふうに今思っています。 

  以上です。 

○渡邉座長 ありがとうございました。ほかに何かご発言ある方、いらっしゃいますでし

ょうか。 

  よろしいでしょうか。じゃあ最後に、座長をさせていただきました私からのご意見と

いう形なんですけれども、最後まで私としては問題提起という形で、私のところでは、

濃厚接触者になってしまった在宅で、今回の陽性者じゃないんですけれども、濃厚接触

者になってしまった方がいらっしゃいます。そしたら病状が安定しているので、取りあ

えずもうここで診るしかないねという形で、健康管理とか、発熱だけ、熱だけは毎日計

ってねと、ご家族に申し上げて。それでご家族は、デイに行って、帰ってきて濃厚接触

者になったので、家族はその濃厚接触者にどうやって対応していいのか。実際には、ヘ

ルパーさんも、訪看さんも、ノーという答えがもらいました。ちょっと今の対応だと、

濃厚接触者へのサービスは、私のところではできませんというような形でいただいたの

が本当の事実です。 

  それを対応するのには、明日はすぐ対応できないんです。取りあえずデイに行くのは

濃厚接触者だからやめましょう、ヘルパーさんの回数はと、それを例えば担当医がそれ

を決めることなのかと言われると、ヘルパーさんの回数を減らしましょうとか、ヘルパ

ー会社から。私としては、大丈夫だよというよう説明を一人一人にするのもちょっと難

しくて、だからやはり皆さんやっぱり怖いんです。ですから、どうしてもその辺りを、

やっぱり末端まで、今日ここに集まった方々はその代表者なので、かなりものも知って

いますし、それで対応もしっかり考えていただいているんですけど、末端になってくる

と、やっぱりみんな怖くて、どうしたらいいのかが分からない状況になっているのが本

当なのかなというふうに思っています。 

  そういった意味での情報共有というのが、今ここでもお話があったように、正しい情

報を正しくちゃんと伝えていく、そしてみんなで対応していくという、そういったシス

テムがどうしても必要なのかなと。どういうシステムなのか分かりませんけど、そうい

ったことをちょっと感じました。 



－20－ 

  最後までただの問題提起になっちゃって申し訳なかったんですけれども、一応、私か

らのコメントとさせていただきたいと思います。 

  ありがとうございました。ほかにまとめで何もなければ、本日予定された議事のほう

は以上となりますので、事務局のほうにお返ししたいと思いますけれど。最後に、何か

一言ございますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。よろしければ、じゃあ事務局のほうにお返ししたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○西田理事 東京都医師会の西田です。 

  皆さん、活発なご議論ありがとうございました。この問題は、本当にいつ何どき起こ

るかも分からない状況であります。私も関与している特養でクラスターが発生して、約

３０名近い感染者を出しました、スリーユニットに波及した感じで。 

  その中で働いていた特養の介護スタッフ、濃厚接触者ですが、陰性と判断された方、

これは本来であれば１４日間の休職なんですが、休めない。結局、家にも帰れないとい

うことで、泊まり込みで入所者を見ました。皆さんは入院待機という形ですが、結局、

療養期間１０日間を施設で過ごしたという方も３人おられました。そういう状況で、施

設の対応も非常に緊張した状態であると思います。 

  それで在宅で待機しなくちゃいけないという場合に、やはりこれは在宅医療というこ

とになりますので、中心になるのは訪問看護ステーションということにどうしてもなる

と思うんです。だけど、今、訪問看護ステーションもなかなか厳しい状況があって、小

規模なところはなかなか担えないと。ですから、やっぱり地域の中の大規模のステーシ

ョンが中心になって連携を取って、できるだけスタッフを固定した形で、そういう利用

者に関わっていくという体制を、ぜひぜひ地域の中の看看連携、これ結構看看連携でき

てないところが多くて、それをこの機会にぜひ実現していただきたいと思っています。 

  私、つい先週の話ですけれども、一人暮らしの寝たきりの高齢者に入っていたヘルパ

ーさんが感染して、これはやばいぞということで、濃厚接触者で、もしその寝たきりの

おばあちゃんが陽性だった場合、生活支援を切ることができないわけです。幸いとも陰

性だったんですけれども、そういう事態が明日来るかもしれないんです。ですから、取

りあえず地域地域で皆さん相談していただいて、まず１例目が出たら誰が行くの、そこ

のチーム編成、それをもう早急に整えておいてほしいと、本当に切に願っております。 

  私からは、以上でございます。本日は、ありがとうございました。 

○佐々木理事 すみません、東京都医師会の地域医療担当理事の佐々木と申します。よろ

しくお願いします。 

  本日は、非常に活発なご議論、ありがとうございました。私も各圏域のこの在宅療養

ワーキングに出させていただいておりますけれども、いろいろ面白いのは、各圏域によ

ってテーマとなることとか、問題になることが大きく違うというところでした。 

  この圏域は非常に新宿区を中心に、在宅医療も感染者医療も大変進んだところですの

で、どういうことが話題になるのかということを楽しみに、本日出させていただきまし

た。 

  今日は、多くが情報共有、連携ということだったと思います。自分の区のことを考え

ても、確かに高齢者施設なんかで陽性者が発生しても、なかなか医師会とか、訪問看護

ステーションとかに伝わってこない。それに対して、新宿区さんは、行政が中心となっ

て連携を取る、情報共有するシステムをつくっているということで、大変やっぱり進ん

でいるなというふうに感じさせられました。 

  また、同じ新宿区さんになりますけれども、介護者の方が陽性になった場合の要介護
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者を区の施設で引き受けているというような取組もされていることで、それも非常に参

考になったかと思います。 

  あと、最後、迫村先生がおっしゃっていたこと、非常に重要なことだと思います。こ

の在宅療養ワーキングと並行して、地域医療構想調整会議というのが行われていて、そ

こではその上りの問題と、それから入院調整とか、それから下りのほうも、今非常に問

題になっております。意外と回復期や療養の病院のほうは、受入れ体制が意外とできて、

受け入れるよという声が多いです。 

  ただ、一方で、そこの情報をやっぱり、これも情報なんですけど、情報連携がなかな

かうまくいかないということで、これについては、土谷理事もよくお話しされているん

ですけれども、先ほども話が出たポータルサイトを使った情報連携が進むといいなとい

う話になっております。 

  あと、もう一つ問題になっているのは、今度、回復期、慢性の病床から地域に戻せな

いというところなんです。特に地域の高齢者施設、特に有料の老人ホームとかが、一回

陽性となった方々を受け入れてくれないとなると、今度、急性期から回復期には戻って

くるけれども、回復期から今度地元に戻れないというところが問題となっておりますの

で、その辺も含めて、これから地域で高齢者を受け入れる準備を進めることができれば

いいなというふうに思っております。 

  本日は、どうもありがとうございました。 

○渡邉座長 ありがとうございました。佐々木先生、西田先生、ご講評ありがとうござい

ます。座長の不手際で、なかなか時間を守れず、申し訳ありませんでした。 

  それでは、以上となりますので、事務局のほうにお願いしたいと思います。 

○千葉地域医療担当課長 渡邉先生、座長ありがとうございました。 

  長時間にわたり、皆様ご議論いただき、また貴重なご意見等々もいただきました。大

変ありがとうございました。 

  本日のご意見、ご議論の内容につきましては、我々事務局のほうで記録を起こさせて

いただきまして、皆様と共有させていただきたいと思っております。 

  また、他の圏域での議論の内容も起こして、皆様とも共有させていただきたいと、こ

のように考えております。その上で、新型コロナの対応が各圏域で向上することをお願

いしたいというふうに思います。 

  それでは、以上をもちまして、本日の在宅療養ワーキンググループを終了させていた

だきます。ありがとうございました。 


